
  〈 公開再質問状 〉 
       平成２０年５月１１日 

国土交通大臣 冬柴鉄三 殿 

      

 去る３月２１日付で近畿地方整備局管内に於ける「委託業務」の不正に

つき〈 公開質問状 〉を差し上げました。（－４－頁以降に記載） 

 これに対し、３月３１日付で近畿地方整備局 契約管理官から回答文

書が４月１日に届きました。（－３－頁に記載）その内容たるや、問題の

真実を捻じ曲げ、衒学的修辞法をもって丸め込むような杜撰な代物でし

たので、ここに再質問致します。 

     〔 再質問事項 〕 

１） 当初契約の「業務目的」「業務内容」に明記されている事に、整備メ

ニューの検討には「住民の方々からいただいた意見を十分に把握・

分析し反映させることが特に重要であると判断される」との根拠はど

こに有ると言えますか。 

 

 この業務は正確に言いますと、「LP プロジェクト」（平成１７年度より、全

国１級水系の中小河川を対象として、航空レーザー測量の３次元地形デ

ータから作成した河川横断図（１００ｍ毎）を基に、短期間で効率的かつ

統一的な評価を行うために、従来のデータ収集・解析手順にこだわらず、

簡便な手法で全国同一の尺度による治水安全度評価を実施することを

目指し、中小河川の測量空白区を一挙に解消すべく、広範囲の地形デ

ータを高密度で簡便に取得できる航空レーザー測量を活用して安全度

評価を実施せんとするものである。）なのでありまして、これに「住民意見

の把握・分析、そして反映の必要」など、どこに在ると言えますか。 

 

２） これほどの「見え見えの嘘がつける」契約管理官が誰なのか、氏名

を明記しないというのも国民に対して「失礼」ではないでしょうか。 

 

３） この回答契約管理官の氏名を明らかにしてください。もしかしたら、

４月１日付で「退職された町野俊一氏」を装って、別人が遣っている

かも知れませんので徹底して調べて頂けませんか。 

 

４） やはり、この「変更契約」は「一般競争入札を避けるための偽装」で

あり、受注者の株式会社「東京建設コンサルタント」関西支店に「特

別の便宜」を図ったものとしか言えないのではないでしょうか。 

 

５） 上記受注者の関西支店長は元国土交通省職員であり、（財）河川環
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境管理財団に天下り、近年、関連会社である上記受注会社に天下

りし、特に「木津川上流河川事務所」発注の業務受注が続いており、

相互の「癒着」が噂されています。他の例でも、「天下りの弊害」が多

く指摘されている現状に鑑み、きちんと調査されるべきだと思います

が、いかがですか。 

 

 以上の再質問に対し、５月２２日までにご回答くださるようにお願い致し

ます。 

           質問者 ： 自然愛・環境問題研究所 代表 浅野隆彦 

    〒６３０－２３０２ 奈良市月ヶ瀬尾山１７２ 
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  〈 公開質問状 〉 
       平成２０年３月２１日 

国土交通省大臣 冬柴鉄三 殿 

 

 国土交通省の不祥事が頻発しておりますが、近畿地方整備局管内に於ける「委託

業務」の不正につき質問を致します。 

   質問事項 

１） 業務内容が全く違う「委託契約」間に「変更契約」という遣り方は適正なのでしょう

か？ 

   元の委託契約書は業務目的として、「本業務は、淀川水系河川整備基本方針の

策定にあたり、既往検討結果を考慮し、詳細な条件を設定し河道計画及び段階

的整備を踏まえた整備メニューについて検討を行うことを目的とする。」となって

おり、変更契約書の方の業務内容は「業務内容に下記を追加する。（６） 住民

意見交換会の聴取及び取りまとめを追加する。木津川上流域の住民意見の聴

取として、広報を行い、伊賀市、名張市内において住民意見交換会を開催し、意

見の取りまとめを行うものとする。」となっている。全く別の性格を持った業務内

容であり、それぞれ独自に「一般競争入札」に掛けるべきものである。〔別紙とし

て、二つの委託契約書、特記仕様書その他４枚を証拠として添付〕 

 

２） この遣り方は「一般競争入札」を避け、「随意契約」同然の方法で受注者に特別

便宜を図ったものと考えられないでしょうか？違法であると思われませんか？ 

 

３） 受注者、株式会社「東京建設コンサルタント」関西支店長 持田 亮氏は元国土

交通省職員から(財)河川環境管理財団に天下りし、近年、上記会社役員に天下

りした人物で、発注者側との「癒着疑惑」を噂されています。日常的に襟を正し、

「李下に冠を正す」様な行為をしないよう、全職員に訓示される事も必要だと考え

られませんか？ 

 

４） 以上の質問に対し、３月末日までにご回答くださるようにお願いします。 

 

質問者 ： 自然愛・環境問題研究所 代表 浅野隆彦 

  〒６３０－２３０２ 奈良市月ヶ瀬尾山１７２番地 
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別紙 

〔 元契約書 〕 
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〔 変更契約書 〕 
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